
１ 開始日 ４月　８日（木） ４月 １６ 回

５月 １８ 回

６月 ２２ 回

期 最終日 ７月１６日（金） ７月 １２ 回

計 ６８ 回

２ 開始日 ８月２７日（金） ８月 ３ 回

９月 ２０ 回

１０月 ２１ 回

１１月 ２０ 回

期 最終日 １２月２１日（火） １２月 １５ 回

計 ７９ 回

３ 開始日 １月１２日（水） １月 １４ 回

学 ２月 １８ 回

期 最終日 ３月２２日（火） ３月 １５ 回

計 ４７ 回

総 計 回

※喫食基準回数 小学校

中学校

令 和 ３ 年 度 学 校 給 食 実 施 計 画

学

１８８回

１７５回

【Ｒ２年度】

１５５回

１５０回

学

給　食　実　施　期　間

【Ｒ３年度】

各　月　回　数

１９４

資料２



４月 １６回 ５月 １８回 ６月 ２２回 ７月 １２回
月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

８月 ３回 ９月 ２０回 １０月 ２１回 １１月 ２０回 １２月 １５回
月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

１月 １４回 ２月 １８回 ３月 １５回
月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

2 31 1 2 3 4 5 1始業式 8/26 8/27

⑸　春季休業日　3月25日から4月5日まで2831

21 22 23 24

18
⑶　夏期休業日　7月21日から8月24日まで

24 25 26 27 28

14 15 16 17 18 14

22 23 終業式 ⑷　冬期休業日　12月24日から翌年の1月6日まで25 21

21

9 10 11 7 8

15 16

3

17

4 第3条　休業日を次のとおり定める。

10 11 12 13 14 7

1 2 3 4 1

9 10 11 ⑴　日曜日及び土曜日

⑵　国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
　　 に規定する休日17 18 19 20

8

【３学期　４７回　１月１２日（水）～３月２２日（火）】

○生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

始業式

27 28

2

29 30 *

15 16 17 18

28 29 29 30

終業式25 26 20 21 22

1714 15 22 16 17 18

20 21 22 23 24 25 26 27

2419 20 21 22 22 2313 14

1 2 3 4

19 13 14 15 16

【２学期　７６回+３回＝７９回　８月２７日（金）～１２月２１日（火）】

28 29 30

6 7 8 9 10 11 12 13

105 6 7 8 8 98/30 8/31

終業式2619 20 21 22 23 24 25

9 1011 12 6 7 8

26 27 28 29 30 31

18 19 20 21 14

5

27 28 21 22 23 24 25 19

9

12 13 14 15 16

14 7 8 9 10 11

14 15 1617 18 12 13

始業式

15 1617

5 6 7 1 2

6 7 87 8 9 10 11 12 13

令和３年度　学校給食センター　給食の実施予定表（１９４回）　

○喫食基準回数　　小学校：１８５回+３回（８月）＝１８８回　　中学校：１７２回+３回（８月）＝１７５回　　　　

【1学期　６８回　４月８日（木）～７月１６日（金）】

3 4 23 4 1


